
被災地の医療機関・市町村（避難所等） ・施設等

災害支援ナース派遣の流れ（県内派遣）

災害対策本部

災害発生

保健医療福祉調整本部

情報共有

協定締結医療機関等

災害支援ナース

①派遣要請地域の保健
医療福祉
調整本部
（保健所）

○被災状況
等の情報収
集

情報共有

派遣調整～決定

③保健福祉部長が決定
○知事に報告（災害対策本部）

○情報収集（EMIS，DMAT先遣隊，保健所等からの情報）
○派遣の必要性検討
○活動地域，活動場所，必要人数，期間，活動内容等の検討

医師・看護人材課
（災害支援ナース）

情報共有

⑤
派
遣
要
請

保健医療福祉課
災害医療対策班

（ＤＭＡＴ・ＤＨＥＡＴ）

障害福祉課
（ＤＰＡＴ）

保健医療福祉課
総務係

（保健師等チーム）

⑥
派
遣
者
報
告

○派遣調整
○派遣者の決定

病院長，看護部長等

④派遣調整
鹿児島県看護協会

（県委託先）

＜事務局＞
保健医療福祉課
災害医療対策班

⑧派遣者報告

ほか

⑨
災
害
支
援
ナ
ー
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派
遣

②総合調整



被災地の医療機関・市町村（避難所等） ・施設等

災害支援ナース派遣の流れ（県内派遣）

災害対策本部

保健医療福祉調整本部

情報共有

協定締結医療機関等

情報共有

派遣～派遣終了

③保健福祉部長が決定
○知事に報告（災害対策本部）

○情報収集
○派遣の継続（追加），終了を検討

情報共有

○活動報告書の提出
○費用請求

病院長，看護部長等

＜事務局＞
保健医療福祉課
災害医療対策班

災害支援ナース

※派遣継続（追加）の場合は，「派遣調整」のフローにより行う。

地域の保健
医療福祉
調整本部
（保健所）

○被災状況
等の情報収
集

保健医療福祉課
災害医療対策班

（ＤＭＡＴ・ＤＨＥＡＴ）

障害福祉課
（ＤＰＡＴ）

保健医療福祉課
総務係

（保健師等チーム）

ほか

②総合調整

医師・看護人材課
（災害支援ナース）

鹿児島県看護協会
（県委託先）
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